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電子公告制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 17 年５月 19 日開催の取締役会において、電子公告制度の導入を目的として、定款

を変更することの承認を求める議案を平成 17年６月 23日開催予定の当社第 24回定時株主総会に付

議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．定款を変更する理由

「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 87号）が

平成 17 年２月１日に施行されたことにともない、電子公告制度を導入し、当社の公告の方法

を日本経済新聞から電子公告に変更し、あわせて、やむを得ない事由により電子公告をするこ

とができない場合の措置を定めるために、定款変更を行います。

２．定款変更案の内容

（ 下 線 は 変 更 部 分 を 示 し ま す 。 ）

現行定款 変更案

（公告の方法） （公告の方法）

第 4 条 当会社の公告は、日本経済新

聞に掲載してする。

第 4 条 当会社の 公告は、電子公告に

より行う。ただし、電子公告による

ことができない事 故その他やむを得

ない事由が生じたときは、日本経済

新聞に掲載して行う。

３．公告掲載場所

インターネット上における当社のウェブサイト（ホームページ）とし、当該ウェブサイトは

以下のとおりといたします。

http://www.justsystem.co.jp/just/pa.html

以 上


